
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O N T E N T S 

 

１．三重県からのお知らせ 

 ① 三重県労働相談室のご案内 

  

２．三重県労働委員会からのお知らせ 

 ①  労使間のトラブルでお悩みの方 三重県労働委員会が解決のお手伝いをします 

 

３．三重労働局からのお知らせ 

 ①  令和 8 年 10 月 1 日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラ

スメント対策が義務化されます！ 

  

②  女性活躍推進法 えるぼしプラス・プラチナえるぼしプラスの認定について 

 

③ 女性活躍推進法が改正されました！ 男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が拡大 

 

④ 職務給導入ハンドブック・職務給活用事例集のご案内 

 

⑤ 労働安全衛生法及び作業環境測定法改正のポイントについて 

 

⑥ 令和8年 死亡災害ゼロ・アンダー2,000みえ推進運動 

 

⑦ 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内 

 

４．三重産業保健総合支援センターからのお知らせ 

 ①  三重産業保健総合支援センターからのお知らせ 

 

※「三重の労働２０２６年４・５月号」全ページを一括ダウンロードする 

 

  

 



賃金、残業代を
支払ってもらえない…

突然、解雇を
言い渡された！

賃金、残業代を
支払ってもらえない…

突然、解雇を
言い渡された！

パートだけど
年休ってあるの？
なかなか休めない！！

パートだけど
年休ってあるの？
なかなか休めない！！

１人で悩まずに
お気軽に　　
相談ください

労働者の方や事業主からの
労働問題に関する困りごとに相談員がお答えします。
労働者の方や事業主からの
労働問題に関する困りごとに相談員がお答えします。

こちらこちら
ですです

相談時間相談時間
労働相談（電話・面談） 弁護士相談

月・水・金曜日

火・木曜日
午前9：00～午後5：00

毎月第２金曜日

午後1：00～午後4：00

※２営業日前までに予約が必要です

弁護士相談

月～金曜日
午前9：00～午後4：00

希望する日時を記載し、２営業日前までに
info@mie-kinfukukyo.or.jp へ送信してください。
受付完了後、当アドレスからZoomの番号等を
送信します。

※事前予約制

オンライン相談（Zoom）オンライン相談（Zoom）労働相談（電話・面談）

午前9：00～午後7：00

相談内容など個人の
秘密は守られますので
ご安心ください。

相談無料

至四日市

至松阪三重県
栄町庁舎

合同ビル吉田山
会館

農協ビル県庁

津偕楽
公園

津 

駅

三重県勤労者
福祉会館１F

三重県労働相談室（三重県の機関です）

三重県津市栄町 1丁目 891 三重県勤労者福祉会館 1F
お問い合わせ

059- -213 8290
または

059-224-3110
059- -213 8290

または

059-224-3110

※但し、祝日、年末年始は除きます。
※Eメールでの相談は『労働相談メール受付窓口』（https://www.pref.mie.lg.jp/oshigoto/40630012929.html）
　若しくは、info@mie-kinfukukyo.or.jpへ直接必要事項を記載し送信してください。
※ポルトガル語・スペイン語通訳については、令和５年３月31日をもって終了しました。
　なお、みえ外国人相談サポートセンター（MieCo）では、外国人住民のための相談を行っていますのでご利用ください。  TEL:080-3300-8077

弁護士相談（予約制）も行っています

まずはこちらへお電話をまずはこちらへお電話を

労働相談室
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【②社会通念上許容される範囲を超えた言動とは】

社会通念に照らし、当該顧客等の言動の内容が契約内容からして相当性を欠くもの、又は手

段や態様が相当でないものを指し、典型的な例としては以下のものがあります。

事業主の皆さまは、改正法や指針の内容に沿った対策を行う準備を進めてください。

令和８年10月１日から、
カスタマーハラスメント対策、求職者等に対する
セクシュアルハラスメント対策が義務化されます！

カスタマーハラスメント対策の義務化【改正労働施策総合推進法・指針の内容】

職場における「カスタマーハラスメント」とは、

職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する

業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの。

※電話やＳＮＳ等のインターネット上において行われるものも含まれます。

※顧客等からの苦情の全てがカスタマーハラスメントに該当するわけではありません。また、障害者から

不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明する

こと自体は、カスタマーハラスメントには当たりません。

【①顧客等とは】

顧客、取引の相手方、施設（駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設等）の利用者その

他の当該事業主の行う事業に関係を有する者（今後商品の購入やサービスの利用等をする可能性が

ある者も含む）

（例）事業主が販売する商品の購入やサービスの利用をする者、事業主の行う事業に関する内容等に関

し問い合わせをする者、取引先の担当者、企業間での契約締結に向けた交渉を行う際の担当者、施設・

サービスの利用者及びその家族、施設の近隣住民

【言動の内容が社会通念上許容される範囲を超え
るもの】

・そもそも要求に理由がない又は商品・サービス
等と全く関係のない要求

・契約等により想定しているサービスを著しく超
える要求

・対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
・不当な損害賠償要求

【手段や態様が社会通念上許容される範囲を超え
るもの】

・身体的な攻撃（暴行、傷害等）
・精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、
暴言、土下座の強要等）

・威圧的な言動
・継続的、執拗な言動
・拘束的な言動（不退去、居座り、監禁）

この判断に当たっては、様々な要素（当該言動の目的、当該言動を受けた労働者の問題行動の有無や内

容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続

性、労働者の属性や心身の状況、行為者との関係性等）を総合的に考慮することが適当です。

「言動の内容」、「手段や態様」の一方のみが社会通念上許容される範囲を超える場合でも

これに該当し得ることに留意が必要です。

【③労働者の就業環境が害されるとは】

当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なも

のとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できな

い程度の支障が生じること。



【事業主の責務】
■ カスタマーハラスメントを行ってはならないことその他カスタマーハラスメン
トに起因する問題（以下「カスタマーハラスメント問題」という。）に対する労
働者の関心と理解を深めること

■ 労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、
研修の実施その他の必要な配慮をすること

■ 事業主自身がカスタマーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の事
業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うこと

【労働者の責務】
■ カスタマーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用す

る労働者に対する言動に必要な注意を払うこと
■ 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

以下の事項に努めることが、事業主・労働者の責務です

カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置（義務）

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
（太字は、他のハラスメントで講ずべき措置とは異なる内容のものです。）

※対策を講ずる際には、消費者の権利や、障害者差別解消法における、障害を理由とする不当な
差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供義務に留意する必要があります。

◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

①カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方

針を明確化し、労働者に周知・啓発する

②カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容（※）を、労

働者に周知する

（※）管理監督者にその場の対応の方針について指示を仰ぐ、可能な限り労働者

を一人で対応させない、犯罪に該当し得る言動は警察へ通報する、本社・本部

等へ情報共有を行い指示を仰ぐ 等

◆相談体制の整備

③相談窓口をあらかじめ定め、労働者

に周知する

④相談窓口担当者が、適切に対応でき

るようにする

◆事後の迅速かつ適切な対応

➄事実関係を迅速かつ正確に確認する

⑥被害者に対する配慮のための措置を

適正に行う

⑦再発防止に向けた措置を講ずる

◆そのほか併せて講ずべき措置

⑨相談者等のプライバシーを保護する

ために必要な措置を講じ、労働者に

周知する

⑩相談したこと等を理由として不利益

な取扱いをされない旨を定め、労働

者に周知・啓発する

◆対応の実効性を確保するために
必要なカスタマーハラスメント
の抑止のための措置

⑧特に悪質と考えられるカスタマーハラ

スメントへの対処の方針をあらかじめ

定め、労働者に周知し、当該対処を行

うことができる体制を整備する



カスタマーハラスメントを防止するための望ましい取組

◆ カスタマーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取組

・労働者が自社の商品やサービスをよく理解し、顧客等への対応力の向上を

図るための研修等

・労働者が顧客等への理解を深めるための必要な取組

◆ 労働者や労働組合等の参画を得つつ、雇用管理上の措置の運用状況の的確

な把握や必要な見直しの検討等に努めること

◆ 業種・業態等の状況に応じた必要な取組を進めること

◆ 他の事業主が雇用する労働者に対してカスタマーハラスメントを行っては

ならない旨の方針を示すこと

自らの雇用する労働者以外の者に対する顧客等の言動に関し
行うことが望ましい取組

◆ カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の

方針の明確化等を行う際に、職場における当該事業主が雇用する労働者以外の者

（他の事業主が雇用する労働者、個人事業主等）に対する顧客等の言動について

も、同様の方針を併せて示すこと

◆ これらの者からカスタマーハラスメントに類すると考えられる相談があった場

合には、雇用管理上の措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うよう

に努めること

他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力

事業主は、カスタマーハラスメントに関し、他の事業主から、事実関係の確認

等の雇用管理上の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応

ずるよう努めなければなりません。

◆ 協力を求められたことを理由として、他の事業主に対し、契約を解除する等

の不利益な取扱いを行うことは望ましくありません。

◆ 事実関係の確認等に協力した労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いを

行わない旨を定め、労働者に周知・啓発することが望ましいです。

◆ 事実が確認できた場合は、事業主は、就業規則等に基づき、行為者に対して

必要な懲戒その他の措置を講ずることが望ましいです。

事業主は、カスタマーハラスメントを防止するため、次の取組を行うことが
望ましいです。

※例えば、小売店において、商品のメーカーに雇用されている労働者（当該小売店に雇用されてい

る労働者ではない）が商品販売のために勤務している場合などが該当します。



・ インターンシップにおいて、労働者が求職者等に対して性的な冗談やから

かいを意図的かつ継続的に行ったため、当該求職者等が苦痛に感じてイン

ターンシップ中の活動が手につかないこと

・ 求職者等が労働者への訪問を行った際、当該労働者に性的な関係を求めら

れ、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること

・ インターンシップ中に労働者が求職者等を執拗に私的な食事に誘い、当該

求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの例

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、
事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等
が阻害されるものをいいます。

性的な言動とは
性的な内容の発言及び性的な行動を指し、それぞれ以下が含まれます。

求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化
【改正男女雇用機会均等法・指針の内容】

○ 求職者等に対するセクシュアルハラスメントは、男性も女性も、加害者にも被害者に
もなり得る問題です。
異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。

○ また、求職者等に対するセクシュアルハラスメントは、相手の性的指向（※１）又は
ジェンダーアイデンティティ（※２）にかかわらず、該当することがあり得ます。
（※１）恋愛又は性愛がいずれの性別を対象とするか／（※２）自己の性別についての認識

「性的な内容の発言」
・ 性的な事実関係を尋ねること
・ 性的な内容の情報を意図的に

流布すること 等

「性的な行動」
・ 性的な関係を強要すること
・ 必要なく身体に触ること

・ わいせつな図画を配布すること 等

【求職者等とは】
■ 求職者（企業の求人に応募する者）
■ 求職者以外の者であって、
・ 事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者や、
・ 教育実習、看護実習その他の実習を受ける者

【求職活動等とは】
求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動
を指し、例えば以下のものが含まれます。なお、ＳＮＳ等のオンラインを
介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
（例）企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の雇用
する労働者への訪問、インターンシップへの参加、教育実習、看護実習
等の実習の受講



◆事業主の方針等の明確化及びそ
の周知・啓発

①求職者等に対するセクシュアルハラスメ
ントを行ってはならない旨の方針を明確
化し、労働者に周知・啓発する

②求職者等に対するセクシュアルハラスメ
ントを行った者については、厳正に対処
する旨の方針及び対処の内容を、労働者
に周知・啓発する

③求職活動等に関するルール（※）をあら
かじめ明確化し、労働者及び求職者等に
周知・啓発する

◆事後の迅速かつ適切な対応

⑥事実関係を迅速かつ正確に確認する

⑦被害者に対する配慮のための措置を行う

⑧行為者に対する措置を適正に行う

⑨再発防止に向けた措置を講ずる

◆そのほか併せて講ずべき措置

⑩相談者等のプライバシーを保護する
ために必要な措置を講じ、労働者及
び求職者等に周知する

⑪労働者が事実関係の確認等に協力し
たこと等を理由として、解雇その他
不利益な取扱いをされない旨を定め、
労働者に周知・啓発する

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために
講ずべき措置

【事業主の責務】

■ 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならないことその他求職
者等に対するセクシュアルハラスメントに起因する問題（以下「求職者等に対する
セクシュアルハラスメント問題」という。）に対するその雇用する労働者の関心と
理解を深めること

■ その雇用する労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実
施その他の必要な配慮をすること

■ 事業主自身が求職者等に対するセクシュアルハラスメント問題に対する関心と理
解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うこと

【労働者の責務】

■ 求職者等に対するセクシュアルハラスメント問題に対する関心と理解を深め、求
職者等に対する言動に必要な注意を払うこと

■ 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

以下の事項に努めることが、事業主・労働者の責務です

◆相談体制の整備

④相談窓口をあらかじめ定め、求職
者等に周知する

⑤相談窓口担当者（※）が、適切に
対応できるようにする

※ 人事担当者以外を相談窓口担当
者とすることも考えられる。

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
（太字は、他のハラスメントで講ずべき措置とは異なる内容のものです。）

※ 例えば、面談時間及び場所の指定、実施
体制、やり取りに用いるＳＮＳの種類の指
定等、面談等を行う際の規則など



求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するための
望ましい取組

◆ 大学等のキャリアセンター等の求職者等の関係者から求職者等に対するセクシュアルハ
ラスメントに係る相談に関する情報提供があった場合に、連携し、適切な対応を行うこと

◆ 求職者等から、インターンシップの際など、顧客等による求職者等に対するセク
シュアルハラスメントに類すると考えられる相談があった場合には、その内容を踏
まえて、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置も参考にしつつ、
必要に応じて適切な対応を行うように努めること

求職者等に対するパワーハラスメントに類する行為等
に関し行うことが望ましい取組

求職者等に対するパワーハラスメントに類する行為等に関する望ましい取組
◆ 事業主及び労働者の責務の趣旨に関連し、求職者等に対するパワーハラスメントに類する
行為等（※）について、労働者による求職者等に対する言動についても必要な注意を払うよ
う配慮するとともに、事業主自らと労働者も、求職者等に対する言動について必要な注意を
払うよう努めること
（※）求職者等に対するパワーハラスメントに類する行為、求職者等に対する妊娠、出産等に関する
ハラスメントに類する行為、求職者等に対する育児休業等に関するハラスメントに類する行為

◆ 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行
う際に、求職者等に対するパワーハラスメントに類する行為等についても、同様の方針を併
せて示すこと

◆ 求職者等から、求職者等に対するパワーハラスメントに類する行為等に関すると考えられ
る相談があった場合には、その内容を踏まえて、求職者等に対するセクシュアルハラスメン
トの防止措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めること

求職者等に対するカスタマーハラスメントに類する行為に関する望ましい取組
◆ 求職者等から、顧客等による求職者等に対するカスタマーハラスメントに類すると考えら
れる相談があった場合には、その内容を踏まえて、求職者等に対するセクシュアルハラスメ
ントの防止措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めること

事業主は、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、次の
取組を行うことが望ましいです。

お問い合わせは 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ
受付時間８時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号

北海道 011-709-2715 東 京 03-3512-1611 滋 賀 077-523-1190 香 川 087-811-8924

青 森 017-734-4211 神奈川 045-211-7380 京 都 075-241-3212 愛 媛 089-935-5222

岩 手 019-604-3010 新 潟 025-288-3511 大 阪 06-6941-8940 高 知 088-885-6041

宮 城 022-299-8844 富 山 076-432-2740 兵 庫 078-367-0820 福 岡 092-411-4894

秋 田 018-862-6684 石 川 076-265-4429 奈 良 0742-32-0210 佐 賀 0952-32-7218

山 形 023-624-8228 福 井 0776-22-3947 和歌山 073-488-1170 長 崎 095-801-0050

福 島 024-536-4609 山 梨 055-225-2851 鳥 取 0857-29-1709 熊 本 096-352-3865

茨 城 029-277-8295 長 野 026-227-0125 島 根 0852-31-1161 大 分 097-532-4025

栃 木 028-633-2795 岐 阜 058-245-1550 岡 山 086-225-2017 宮 崎 0985-38-8821

群 馬 027-896-4739 静 岡 054-252-5310 広 島 082-221-9247 鹿児島 099-223-8239

埼 玉 048-600-6269 愛 知 052-857-0312 山 口 083-995-0390 沖 縄 098-868-4380

千 葉 043-221-2307 三 重 059-226-2318 徳 島 088-652-2718



事業主の皆さまへ 令和８年４月からスタート！

えるぼしプラス(１段階目)

えるぼしプラス(２段階目)

えるぼしプラス(３段階目)の認定マーク

プラチナえるぼしプラス

〈女性の健康支援に関する認定基準として、次の全てに該当すること〉
えるぼしプラス認定（１・２・３段階）・プラチナえるぼしプラス認定の全てで、女性の健康支援に関する
認定基準は共通

① 「女性の健康上の特性に配慮した休暇制度（多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を
限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。）」及び「女性の健康上の特性への配慮のために利用
することができる制度（半日単位又は時間単位の有給休暇取得、所定外労働の制限、時差出勤、フレック
スタイム制、短時間勤務、在宅勤務のうちいずれか）」を設けていること

② 女性の健康上の特性への配慮に関する方針（＊裏面上段参照）を示し、①に掲げる制度の内容とともに労
働者に周知させるための措置を講じていること

③ 女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他の女性の健康上の特性への配慮に関する労働者の理解を
促進するための取組を実施していること

④ 女性の健康上の特性への配慮に関する業務を担当する者を選任し、労働者からの女性の健康上の特性に関
する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、当該担当者を労働者に周知させるための措置を講じている
こと

⚫ えるぼしプラス認定 と プラチナえるぼしプラス認定 は、 女性活躍推進法に

基づき、職場における女性の健康支援に取り組む優良な企業を認定する新しい制度です

⚫ 認定を取得することで、企業アピールにつなげましょう

職場における女性の健康支援に取り組み

新たな認定を目指しませんか？

えるぼしプラス・プラチナえるぼしプラス

• この制度は、女性活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業を認定する えるぼし
認定・プラチナえるぼし認定に、女性の健康支援に関する基準を追加する制度であり、
女性の健康支援に関する認定基準（上記）だけでなく、女性活躍推進に関する取組に
ついても基準を満たす必要があります。

• 厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」をご覧ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

厚生労働省 都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）



令和８年３月作成

三重労働局雇用環境・均等室 電話番号059-226-2318
受付時間 ８時３０分～１７時１５分（土日・祝日・年末年始を除く）

女性の健康上の特性に係る取組の例

○職場におけるヘルスリテラシー向上のための取組
・女性の健康上の特性に関する研修会の開催
・婦人科検診等の検診受診の重要性を含めた、健康課題に関する啓発冊子の配布や動画の配信等

○休暇制度の充実・柔軟な働き方の実現
・生理休暇を取得しやすい環境の整備
・女性の健康上の特性に配慮した休暇制度の整備
（不調時の休養、治療・通院、検診等の多様な目的で利用することができる休暇制度等）

・女性の健康上の特性に配慮した柔軟な働き方を可能とする制度の整備
（所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワーク等）

○健康課題を相談しやすい体制づくり
・女性の健康上の特性について相談及び対応可能な体制構築
（産業医、カウンセラーの配置や外部の相談先の紹介、オンラインによる健康相談）

・女性が気軽に利用・相談できるオンラインによる相互交流の場の設置

○その他の取組
・ 婦人科検診の受診に対する支援
・ 妊婦等が利用できる休憩スペースの設置

女性の健康上の特性に係る取組について
「働く女性の心とからだの応援サイト」を参考にしてください

＊企業の取組事例なども掲載されています

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/health/business-efforts.html

えるぼしプラス認定及びプラチナえるぼしプラス認定の申請のため、女性の健康上の特性への配慮に関
する方針を定めるに当たっては、例えば次の内容の記述が有効です。（これに限るものではありませ
ん。）

• 女性の健康支援の取組を行う背景（例：自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析に基づき、男女の
平均勤続年数や配置、昇進・昇格、研修受講等において生じている男女の活躍の差の状況の要因の一部解
消に向けた対策として女性の健康支援の必要性が見込まれる等、数値を含む実情） 

• 職場における女性の健康支援の取組が経営上の重要な課題である旨について全労働者の理解を促す経営
トップ層等による決意表明 

• 女性の健康支援の目的は個々の労働者の最大限の能力発揮を図るものであることについて職場の管理者層
に理解を促すメッセージ 

• 制度利用や健康課題の相談における労働者のプライバシーの保護やハラスメントの防止の重要性に関する
呼びかけ 

職場における女性の健康支援を

一般事業主行動計画にも位置づけて取組を推進しましょう！

• 女性活躍の推進は、女性の健康上の特性に留意して行われるべき旨が女性活躍推進法で
明確化されました。一般事業主行動計画の策定に当たっては、男女の性差を踏まえ、特
に職場における女性の健康上の特性に係る取組が行われることが望ましいです。

• なお、性別を問わず使いやすい特別休暇制度の整備及び職場全体の働き方改革等、女性
だけでなく労働者全体を対象として取り組むことも有効です。

• 健康に関してはプライバシー保護が特に求められることに留意してください。
• 取組を進めるとともに、えるぼしプラス認定及びプラチナえるぼしプラス認定（表面参

照）の取得にも積極的にチャレンジしてください。



女性活躍推進法が改正されました！

男女間賃金差異 と 女性管理職比率 の公表義務が拡大

女性の健康上の特性への配慮も盛り込まれました

従業員数が301人以上の企業に、以下の４項目以上の情報公表を義務付けます。

■男女間賃金差異（令和4年7月8日から義務付けられています）
■女性管理職比率（令和８年４月１日から新たに義務付け）
■女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
（下の左の表の７項目から１項目以上を選択して公表）

■職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
（下の右の表の７項目から１項目以上を選択して公表）

＜各区分の情報公表項目＞

「職業生活と家庭生活との両立に資する
雇用環境の整備」

以下の７項目から１項目以上を選択

・男女の平均継続勤務年数の差異

・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労

働者の男女別の継続雇用割合

・男女別の育児休業取得率

・労働者の一月当たりの平均残業時間

・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間

・有給休暇取得率

・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

従業員数301人以上の企業は・・

情報公表の必須項目の拡大

● これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、
101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人
以上の企業に公表を義務付けます。（従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です。）

企業等規模 改正前 改正後

301人以上
男女間賃金差異に加えて、２項目以上 
を公表 

男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、２項
目以上を公表

101人～
300人

１項目以上を公表 
男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、１項
目以上を公表

「女性労働者に対する職業生活に関する
機会の提供」

以下の７項目から１項目以上を選択

・採用した労働者に占める女性労働者の割合

・男女別の採用における競争倍率

・労働者に占める女性労働者の割合

・係長級にある者に占める女性労働者の割合

・役員に占める女性の割合

・男女別の職種又は雇用形態の転換実績

・男女別の再雇用又は中途採用の実績

厚生労働省 都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）

義務

女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、10年の期限延長や情報公表
の必須項目の拡大を含めた女性活躍推進法等を改正する法律が成立し（令和７年６月11日公
布） 、また、女性活躍推進法に基づく省令・指針を改正しました（同年12月23日公布・告示）。
事業主の皆さまは、女性活躍推進法に基づく情報公表や一般事業主行動計画の策定に際し、改

正法や改正省令・指針に沿った取組が行われるよう準備を進めてください。

2026（令和８）年４月１日施行

情報公表の範囲そのものが、女性活躍に対する姿勢を表すものとして求職者の企業選択の要素となることに
ご留意いただき、必須項目数以上の項目について積極的な公表をご検討ください。



従業員数101～300人の企業は・・

従業員数が101～300人の企業に、以下の３項目以上の情報公表を義務付けます。

■男女間賃金差異（令和８年４月１日から新たに義務付け）
■女性管理職比率（令和８年４月１日から新たに義務付け）
■女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績、または
職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
（前ページの２つの表の14項目のうち１項目以上を選択して公表）

Ｑ 具体的にはいつの期間の数値をいつまでに公表する必要があるのか。
Ａ 初回の「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表は、改正法の施行後に最初に終了
する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね３か月以内に公表する必要があります。

例えば 令和８年４月末に事業年度が終了する企業 ⇒ おおむね令和８年７月末までに公表

       令和８年12月末に事業年度が終了する企業 ⇒ おおむね令和９年３月末までに公表
    令和９年３月末に事業年度が終了する企業 ⇒ おおむね令和９年６月末までに公表

その後もおおむね１年に１回以上、最新の数値を公表する必要があります。
※  なお、女性管理職比率について、公表時点で得ることができる最新のものとする必要があります。具体的には、

公表を行う事業年度の前事業年度時点の情報である必要がありますが、最新のものであれば、公表を行う事業年度
の前事業年度のいずれの時点の情報であっても差し支えありません。

男女間賃金差異の情報公表のイメージ

☆「男女間賃金差異」は、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合
（パーセント）で示します。
☆「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の区分での公表が必要です。

【「男女間賃金差異」の情報公表のイメージ】

（付記事項（例））
・対象期間：●●事業年度（●年●月●日～●年●月●日）
・正社員：社外への出向者を除く。
・パート・有期社員：契約社員、アルバイト、パートが該当。
・賃金：通勤手当等を除く。

※小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位まで表示。
※計算の前提とした重要事項を付記（対象期間、対象労
働者の範囲、「賃金」の範囲等）

男女間賃金差異

全労働者 XX.X％

正社員 YY.Y％

パート・有期社員 ZZ.Z％

「女性管理職比率」の算出でいう「管理職」とは

☆管理職とは、「課長級」と「課長級より上位の役職（役員を除く）」の合計です。
☆「課長級」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が二係以上からなり、
若しくは、その構成員が10人以上（課長を含む。）のものの長

②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の
程度が「課長級」に相当する者（ただし、一番下の職階ではないこと。）

※ 一般的に「課長代理」や「課長補佐」については、「課長級」に該当しません。

Ｑ 男女間賃金差異や女性管理職比率の情報公表の方法は。

Ａ 公表の場は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」が

最も適切です。是非ご活用ください。

URL：http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/

なお、自社のホームページへの掲載等でもさしつかえありません。

http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/


＜『説明欄』を有効活用しましょう！＞

➣「男女間賃金差異」や「女性管理職比率」の指標の大小それ自体のみに着目するのではなく、

要因及び課題の分析を行い、改善に向けて取り組んでいくことが重要です。

➣このため、公表に当たっては、単に数値の情報だけでなく、要因及び課題の分析の結果等のより
詳細な情報や補足的な情報を公表することも可能であり、『説明欄』を有効活用して、こうした
追加的な情報公表を行うことが望ましいものです。

➣なお、「女性の活躍推進企業データベース」にはあらかじめ『注釈・説明欄』が設けられています。

えるぼし認定基準（１段階目）の見直し

えるぼしプラス（仮称）認定の創設

【女性の健康支援に関する認定基準】
※えるぼしプラス（仮称）・プラチナえるぼしプラス（仮称）の全てで、女性の健康支援に関する基準は共通

① 「女性の健康上の特性に配慮した休暇制度」及び「女性の健康上の特性への配慮のために利用する
ことができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタ
イム制、短時間勤務、在宅労働等のうちいずれかの制度」を設けていること。（休暇制度は、多様な目

的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。）

② 女性の健康上の特性への配慮に関する方針を示し、①に掲げる制度の内容とともに労働者に周知さ
せるための取組を実施していること

③ 女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他の女性の健康上の特性への配慮に関する労働者の
理解を促進するための取組を実施していること

④ 労働者からの女性の健康上の特性への配慮に関する業務を担当する者を選任し、労働者からの女性
の健康上の特性に関する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、労働者に周知させるための措置
を講じていること

正式名称と新しい認定マークのデザインは追って示す予定。令和８年４月１日から申請できます。
最新の情報や申請方法は厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ」でご確認ください。
URL： https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

おすすめ

おすすめ

えるぼし認定（１段階目）の基準を見直し、改善傾向にあることを評価する新たな選択肢を示しまし
た。是非、えるぼし認定（１段階目）の取得にチャレンジしてください。

【現行の基準】
①認定基準５項目のうち１～２項目の基準を満たして実績を毎年公表すること

②基準を満たさない項目に関する取組の実施状況について毎年公表すること

③基準を満たさない項目について２年以上連続して実績が改善していること

【改定後の基準】
①②は同じ

③基準を満たさない項目について以下に該当すること（引き続き現行の③でも可）
(ⅰ)単年度の実績を評価している項目（※）については、
   従来の基準（2年以上連続して実績が改善）又は以下のいずれかに該当すること〈選択肢を追加〉

「Ａ：直近の事業年度までの連続する３事業年度の平均値」、
「Ｂ：その前の事業年度までの連続する３事業年度の平均値」及び
「Ｃ：その前々年度までの連続する３事業年度の平均値」を比較し、連続して改善していること
（Ａ＞Ｂ＞Ｃ）

（※）「採用」のうち正社員に占める女性労働者の割合及び正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産
業ごとの平均値以上であること、「就業継続」、「労働時間等の働き方」又は「管理職比率」のうち直近の事業年度
において管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること

(ⅱ)上記以外の項目については、２年以上連続して実績が改善していること〈従来の基準通り〉

えるぼし認定（１・２・３段階目）及びプラチナえるぼしについて、女性の健康支援に関する基準を
追加した新しい認定を創設します。



職場における女性の健康支援

令和7年12月23日作成

女性の活躍の推進は、女性の健康上の特性に留意して行われるべき旨が法律で明確化されま
した。併せて、企業の皆さまが、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定する際に、
職場における女性の健康支援に資する取組を盛り込むことを促進するため、事業主行動計画策
定指針を改正しました。

一般事業主行動計画の策定に当たっては、男女の性差を踏まえ、特に職場における女性
の健康上の特性に係る取組が行われることが望ましいものです。

一方、健康に関してはプライバシー保護が特に求められることに留意してください。
なお、性別を問わず使いやすい特別休暇制度の整備及び職場全体の働き方改革等、女性だけ

でなく労働者全体を対象として取り組むことも有効です。

女性の健康上の特性に係る取組の例

○職場におけるヘルスリテラシー向上のための取組
・女性の健康上の特性に関する研修会の開催
・婦人科検診等の検診受診の重要性を含めた、健康課題に関する啓発冊子の配布や動画の配信等

○休暇制度の充実・柔軟な働き方の実現
・生理休暇を取得しやすい環境の整備
・女性の健康上の特性に配慮した休暇制度の整備（不調時の休養、治療・通院、検診等の多様な目的で
利用することができる休暇制度等）

・女性の健康上の特性に配慮した柔軟な働き方を可能とする制度の整備（所定外労働の制限、時差出勤、
フレックスタイム制、短時間勤務、テレワーク等）

○健康課題を相談しやすい体制づくり
・女性の健康上の特性について相談及び対応可能な体制構築（産業医、カウンセラーの配置や外部の相
談先の紹介、オンラインによる健康相談）

・女性が気軽に利用・相談できるオンラインによる相互交流の場の設置

○その他の取組
・婦人科検診の受診に対する支援
・妊婦等が利用できる休憩スペースの設置

望ましい取組

改正女性活躍推進法に関するお問い合わせは 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ
受付時間８時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

こうした取組を進めるとともに、前ページで紹介した「えるぼしプラス（仮称）」認定の取得にも積極的に
チャレンジしてください。

都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号

北海道 011-709-2715 東 京 03-3512-1611 滋 賀 077-523-1190 香 川 087-811-8924

青 森 017-734-4211 神奈川 045-211-7380 京 都 075-241-3212 愛 媛 089-935-5222

岩 手 019-604-3010 新 潟 025-288-3511 大 阪 06-6941-8940 高 知 088-885-6041

宮 城 022-299-8844 富 山 076-432-2740 兵 庫 078-367-0820 福 岡 092-411-4894

秋 田 018-862-6684 石 川 076-265-4429 奈 良 0742-32-0210 佐 賀 0952-32-7218

山 形 023-624-8228 福 井 0776-22-3947 和歌山 073-488-1170 長 崎 095-801-0050

福 島 024-536-4609 山 梨 055-225-2851 鳥 取 0857-29-1709 熊 本 096-352-3865

茨 城 029-277-8295 長 野 026-227-0125 島 根 0852-31-1161 大 分 097-532-4025

栃 木 028-633-2795 岐 阜 058-245-1550 岡 山 086-225-2017 宮 崎 0985-38-8821

群 馬 027-896-4739 静 岡 054-252-5310 広 島 082-221-9247 鹿児島 099-223-8239

埼 玉 048-600-6269 愛 知 052-857-0312 山 口 083-995-0390 沖 縄 098-868-4380

千 葉 043-221-2307 三 重 059-226-2318 徳 島 088-652-2718



ハンドブック 活用事例集

職務給とは従業員の能力や特徴ではなく、仕事内容や役割の重要さに基づいて
給与を決める制度です。その形態や位置づけは企業によって様々です。企業が
個々の実情に応じて職務給の導入を検討する際に、以下の資料をご活用ください。

ハンドブックには、職務給の導入に関心をお持ちの方が制度の検討をする際
のポイントを、活用事例集には、導入企業の取組事例を掲載しています。

○厚生労働省のホームページからご覧いただけます。
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syokumukyu.html)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syokumukyu.html










三重労働局・各労働基準監督署

令和８年 死亡災害ゼロ・
アンダー2,000みえ推進運動

推進運動標語

死亡災害の撲滅、死傷者数2,000人未満を目指して

労働災害防止のための基本ルールを守り、「安全衛生行動」を確実に実行しましょう。

～重点災害～

◼ 行動災害
（転倒、動作の反動・無理な動作）

◼ 機械災害
（はさまれ・巻き込まれ、
切れ・こすれ災害）

◼ 墜落・転落災害

◼ 高年齢労働者の労働災害

～重点業種～

◼ 製造業

◼ 建設業

◼ 道路貨物運送業

◼ 小売業

◼ 社会福祉施設

◆ 「転倒」 前年比 ５％減少

◆ 「動作の反動・無理な動作」 前年比 ５％減少

◆ 「はさまれ・巻き込まれ」 前年比 ５％減少

◆ 「切れ・こすれ」 前年比 ５％減少

【最重点目標】

【実施期間：令和8年1月1日～12月31日】



[協力団体]
（ 一 社 ） 三 重 労 働 基 準 協 会 連 合 会 、 建 設 業 労 働 災 害 防 止 協 会 三 重 県 支 部
陸上貨物運送事業労働災害防止協会三重県支部、林業・木材製造業労働災害防止協会三重県支部
港 湾 貨 物 運 送 事 業 労 働 災 害 防 止 協 会 四 日 市 支 部 、 （ 一 社 ） 日 本 ボ イ ラ 協 会 三 重 支 部
（ 一 社 ） 日 本 ク レ ー ン 協 会 三 重 支 部 、 （ 公 社 ） 建 設 荷 役 車 両 安 全 技 術 協 会 三 重 県 支 部
（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会三重支部、（独行）三重産業保健総合支援センター
三重県RSTトレーナー会、桑名・四日市・津・松阪・伊勢・伊賀・熊野尾鷲地区労働基準協会、（公財）介護労働安定センター三重支部
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【墜落・転落災害防止対策】

「足場」や「屋根」等からの
 墜落・転落災害防止

「脚立」や「はしご」「階段」
からの墜落・転落防止

「トラックの荷台」からの
 墜落・転落災害防止

【行動災害防止対策】

作業場、通路等の「段差」・
「継ぎ目」等の解消

「照度」の確保、「手すり」・
「滑り止め」等の設置

危険個所の「見える化」

「機械化」・「補助具」等
の使用による腰痛予防

(転倒・腰痛等） 【機械災害防止対策】

「リスクアセスメント」の実施、
リスク低減措置

（機械設備の安全化、作業方法
の改善等）

そうじ、点検、異常処置時等
の「機械の停止」

「カバー、安全装置」の使用、
有効保持

【高年齢労働者の労働災害防止対策】

身体機能を補う設備・装置の導入

「転倒リスク等セルフチェック」

 等の体力チェックの実施を通じた
労働者自身の気づき

身体機能の低下を考慮した作業
内容の見直し

丁寧な安全衛生教育の実施
R8.4.1～ 高年齢労働者の安全衛生対策が努力義務化

【製 造 業】 ◆ 機械設備等へのはさまれ・巻き込まれ、切れ・こすれ災害防止

 【建 設 業】 ◆ 墜落・転落災害防止（リスクアセスメントの実施、リスク低減）

 【道路貨物運送業】 ◆ 墜落・転落災害防止（荷役作業の安全対策ガイドライン等に基づく作業）

【小 売 業 ・ ◆「三重県小売業SAFE協議会」、「三重県社会福祉施設SAFE協議会」を
社会福祉施設】        通じた自主的な安全衛生活動の促進

                         ◆スライディングシート、スライディングボード等の
活用等による「ノーリフトケア」の促進と腰痛予防

【主な行事等のご案内】

◆ 令和８年「死亡災害ゼロ・アンダー2,000みえ推進大会」
の開催 【R8.7.1開催予定】

◆ 無災害123トライアル 【実施期間（予定）：R8.8.1～R8.12.1】

体 力
チェック



令和８（202６）年４月１日から令和９（202７）年３月31日までの雇用保険料率は以下

のとおりです。

事業主・被保険者の皆さまへ

令和８（202６）年度 雇用保険料率のご案内

LL0８０３１２保01

＜令和８年度の雇用保険料率＞

（枠内の下段は令和７年４月～令和８年３月の雇用保険料率）

負担者

 事業の種類

①
労働者負担
（失業等給付・
育児休業給付の
保険料率のみ）

②
①＋②

雇用保険料率
事業主負担

失業等給付・

育児休業給付の
保険料率

雇用保険二事業

の保険料率

一般の事業 5/1,000 8.5/1,000 5/1,000 3.5/1,000 13.5/1,000

（令和７年度） 5.5/1,000 9/1,000 5.5/1,000 3.5/1,000 14.5/1,000

農林水産・
清酒製造の事業

6/1,000 9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000

（令和７年度）
6.5/1,000 10/1,000 6.5/1,000 3.5/1,000 16.5/1,000

建設の事業 6/1,000 10.5/1,000 6/1,000 4.5/1,000 16.5/1,000

（令和７年度）
6.5/1,000 11/1,000 6.5/1,000 4.5/1,000 17.5/1,000

※

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一
般の事業の率が適用されます。

• 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5/1,000に変更に

なります（農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6/1,000に変更になり

ます。）。

• 雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）は、引き続き3.5/1,000です（建

設の事業は4.5/1,000です。）。

（赤字は変更部分）



三重産業保健総合支援センターからのお知らせ 

三重産業保健総合支援センターでは、企業における労働衛生・産業保健活動の推進 

を支援するため、以下のサービスを無料で提供しています。 

企業で産業保健活動等を推進することは、『ワークエンゲージメント』を高揚させ、 

労働者に『安心感』を与えることで、生産性向上や離職率低下につながります。 

また、令和８年度は、労働衛生・産業保健に関する様々な法改正があります。 

それらの対応のためにも、是非、当センターをご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【当センターで実施する支援の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当センターの支援を希望する場合は、当センターHP からお申し込み下さい。 

 詳細については、当センターへご連絡下さい。 

 

≪主な法改正≫ 
 １ 労働安全衛生法関係 

① 全ての事業場でストレスチェック実施義務化（令和 10 年 5 月までで政令の定める日） 

② 高年齢労働者の労働災害防止対策の努力義務化（令和 8 年 4 月 1 日） 

 ２ 労働施策総合推進法関係 

① 病気を抱える労働者の治療と就業の両立支援の努力義務化（令和 8 年 4 月 1 日） 

② カスハラ・就活セクハラ対策の努力義務化（令和 8 年 10 月予定） 

 

≪メンタルヘルス・ハラスメント対策に関する対応例≫ 

 ⅰ メンタルヘルス対策の取り組み方に関する個別訪問支援 

 ⅱ ストレスチェック実施体制整備に関する支援（上記１①の関係） 

 ⅲ 管理職向けラインケア・従業員向けセルフケア教育の実施 

   （新たに管理職になられた方、新入社員に向けた研修にオススメ） 

 ⅳ ハラスメント予防研修（新たに管理職になられた方にオススメ）（上記２⓶の関係） 

≪高年齢労働者の労働災害防止対策に関する対応例≫（上記１⓶の関係） 

 ⅰ 行動災害や高年齢労働者の労働災害防止の専門家による職場巡視や職場環境チェック 

   （作業姿勢や動線の確認と改善提案・高年齢労働者に配慮した作業環境の改善提案等） 

 ⅱ 管理者や従業員向け研修の実施 

   （例：「高齢化に伴う体力づくり」、「職場でできる簡単なストレッチ体操」等） 

≪治療と就業の両立支援対策に関する対応例≫（上記２①の関係） 

 ⅰ 両立支援（制度設計や労働者（患者）への対応方法等）に関する相談への対応 

 ⅱ 両立支援導入を考える企業を訪問し、制度導入のサポート 

 ⅲ 国が定める両立支援指針に関するセミナーや管理者向け教育の実施 

 ⅳ 企業と労働者（患者）の間における個別の調整支援 

≪労働衛生活動に関する対応例≫ 

 ⅰ 労働衛生工学担当相談員を派遣し、事業場内の化学物質管理や保護具選定に関する助言 

 ⅱ 管理者や作業者へのリスクアセスメントを含めた化学物質管理等に関する研修実施 

 ⅲ 管理者や作業者への熱中症予防教育の実施 

 

 

 

 

 



【産業保健関係者に対する専門的研修】 

 当センターでは、産業医、産業保健スタッフ（保健師、看護師、衛生管理者、安全衛生担当者、人事労務担当

者等）を対象として、産業保健や安全衛生に関する様々なテーマの研修を実施しています。 

 研修は、「産業医向け」、「産業保健スタッフ向け」に区分していますが、 

どの研修も職種に関係なく受講できます。 

 

≪４月・５月の主な研修予定≫（〇：産業医向け、●：産業保健スタッフ向け） 

 〇 4 月 14 日（火）14:30～16:30 

   「働く人の健康を守る不眠対策～産業医が実践で伝えるポイント～」 

 〇 4 月 15 日（水）14:30～16:30 

   「職場における熱中症予防対策」 

 〇 4 月 16 日（木）14:30～16:30 

   「メンタルヘルス概論」 

 〇 4 月 22 日（水）13:30～15:30 

   「労働基準法のあらまし」 

 〇 4 月 23 日（木）14:30～16:30 

   「事業場における治療と就業の両立支援」 

 〇 5 月 12 日（火）14:30～16:30 

   「職場におけるアレルギー疾患対策」 

 ● 5 月 13 日（水）14:00～16:00【オンライン】 

   「熱中症のメカニズムと予防対策」 

 ● 5 月 20 日（水）14:00～16:00 

   「行動災害防止対策『転倒・腰痛（動作の反動・無理な動作）』」 

 〇 5 月 21 日（木）14:30～16:30 

   「メンタルヘルスケアにおける効果的なケースマネジメント」 

 ● 5 月 25 日（月）14:00～16:00【ハイブリッド】 

   「職場における腰痛予防と運動療法」 

 

【地域産業保健センターのご案内】 

 当センターでは、県内 8 か所に地域産業保健センターを設置しており、産業医選任義務のない労働者 50 人未

満の小規模事業場を対象として、以下のサービスを無料で提供しています。 

 地域産業保健センターの所在地、担当地域、開設日等については、当センターHP をご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

【メールマガジン配信サービス】 

 当センターでは、利用者の皆様に産業保健に関する旬な情報をお届けするために、毎月 1 回、「三重産保メル

マガ」を定期配信しています。 

 ≪メルマガ登録特典≫ 

  当センター主催の産業医向け産業保健研修会は、お一人様、月 1 回までとする受講回数の制限を設けていま 

すが、メルマガ登録者の方は、月 2 回の受講を可能としておりますので、是非、ご利用下さい。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

独立行政法人労働者健康安全機構 三重産業保健総合支援センター 

〒514-0003 三重県津市桜橋 2 丁目 191-4 

E-mail :  mie-jooohas@mies.johas.go.jp 

【研修会会場案内図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 申込は当センターHP からお願いします。 

※ 申込締切は、研修会当日の 5 日前です。 

※ 木曜日は、三重県医師会行事との重複が多

く駐車場が満車になる場合があります。 

 

 

 

≪地域産業保健センターの支援例≫ 

 ⅰ 健康診断結果についての医師からの意見聴取（労働安全衛生法第 66 条の 4） 

 ⅱ 高ストレス者や長時間労働者に対する医師の面接指導（労働安全衛生法第 66 条の 8、10 等） 

 ⅲ 保健師による個別訪問指導 

   ◆健康相談 ◆保健指導 ◆職場巡視及び職場環境改善 ◆治療と就業の両立支援 当 


